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それでは、ただいま上程されました議案第 43 号山陽小野田市税条例の一部

改正について、御説明いたします。 

 

これは、地方税法の一部を改正する法律が令和 6 年 2 月 21 日に施行され、

令和 6 年能登半島地震の被災者の負担の軽減を図るため、個人住民税の特例措

置を講ずることに伴い、所要の改正を行うものであります。 

 

 

以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします｡ 

 

 


